
（４）保健指導の実施要件 

１）「情報提供」 

①目的（めざすところ） 

対象者が健診結果から、自らの身体状況を認識するとともに、生活習慣

を見直すきっかけとする。 

②対象者 

健診受診者全員を対象とする。 

③支援頻度・期間 

年１回、健診結果と同時に実施する。 

④支援内容 

全員に画一的な情報を提供するのではなく、健診結果や健診時の質問票

から対象者個人に合わせた情報を提供する必要がある。 

健診結果や質問票から、特に問題とされることがない者に対しては、健

診結果の見方や健康の保持増進に役立つ内容の情報を提供する。 

ａ 健診結果 

     健診の意義（自分自身の健康状態を認識できる機会、日頃の生活習

慣が健診結果に表れてくる等）や健診結果の見方（データの表す意味

を自分の身体で起きていることと関連づけられる内容）を説明する。

また、健診結果の経年変化をグラフでわかりやすく示す。 

 ｂ 生活習慣 

     内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）や生活習慣病に関す

る基本的な知識と、対象者の行っているどのような生活習慣が生活習

慣病を引き起こすかということや、食事バランスガイドや運動指針に

基づいた食生活と運動習慣のバランス、料理や食品のエネルギー量や

生活活動や運動によるエネルギー消費量等について、質問票から得ら

れた対象者の状況にあわせて具体的な改善方法の例示などを情報提供

する。対象者個人の健康状態や生活習慣から、重要度の高い情報を的

確に提供することが望ましい。 

   ｃ 社会資源 

     対象者の身近で活用できる健康増進施設、地域のスポーツクラブや

運動教室、健康に配慮した飲食店や社員食堂に関する情報なども掲載

する。 

⑤支援形態 

対象者や医療保険者の特性に合わせ、支援手段を選択する。主な手段と

しては、次のようなものが考えられる。 

   ａ 健診結果の送付に合わせて情報提供用紙を送付する。 

   ｂ 職域等で日常的にＩＴが活用されていれば、個人用情報提供画面を

利用する。 

 
                      88



   ｃ 結果説明会で情報提供用紙を配布する。 

 

２）「動機づけ支援」 

①目的（めざすところ） 

対象者への個別支援又はグループ支援により、対象者が自らの生活習慣

を振り返り、行動目標を立てることができるとともに、保健指導終了後、

対象者がすぐに実践（行動）に移り、その生活が継続できることをめざす。 

②対象者 

健診結果・質問票から、生活習慣の改善が必要と判断された者で、生活

習慣を変えるに当たって、意思決定の支援が必要な者を対象とする。 

③支援期間・頻度 

原則 1 回の支援とする。 

④内容 

対象者本人が、自分の生活習慣の改善点・伸ばすべき行動等に気づき、

自ら目標を設定し行動に移すことができる内容とする。 

詳細な質問票において対象者の生活習慣や行動変容のステージ（準備状

態）を把握し、対象者の生活習慣改善を動機づけるために次に示す支援を

行う。 
  ａ 面接による支援 

●生活習慣と健診結果の関係の理解や生活習慣の振り返り、メタボリッ  
クシンドロームや生活習慣病に関する知識と対象者本人の生活が及ぼ

す影響、生活習慣の振り返り等から生活習慣改善の必要性を説明する。 
●生活習慣を改善するメリットと現在の生活を続けるデメリットについ   

て説明する。 
●栄養・運動等の生活習慣の改善に必要な実践的な指導をする。 
●対象者の行動目標や評価時期の設定を支援する。必要な社会資源を紹  

介し、有効に活用できるように支援する。 
●体重・腹囲の計測方法について説明する。 
●生活習慣の振り返り、行動目標や評価時期について話し合う。 
●対象者とともに行動目標・行動計画を作成する。    

  
  ｂ ６か月後の評価 

●６か月後の評価は、個別の対象者に対する保健指導の効果に関するも   

のである。 
●設定した個人の行動目標が達成されているか、身体状況や生活習慣に   

変化が見られたかについて評価を行う。 

●必要に応じてより早期に評価時期を設定し、対象者が自ら評価すると    

ともに、保健指導実施者による評価を行う。 
●なお、評価項目は対象者自身が自己評価できるような設問を置く。 
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⑤支援形態 

ａ 面接による支援 

●１人 20 分以上の個別支援、又は 1 グループ 80 分以上のグループ支  

援（１グループは８名以下とする）。 

   
ｂ ６か月後の評価 

●６か月後の評価は、通信等を利用して行う。 

 

３）「積極的支援」 

①目的（めざすところ） 

  「動機付け支援」に加えて、定期的・継続的な支援により、対象者が自

らの生活習慣を振り返り、行動目標を設定し、目標達成に向けた実践（行

動）に取り組みながら、支援プログラム終了後には、その生活が継続でき

ることをめざす。 

②対象者 

健診結果・質問票から、生活習慣の改善が必要な者で、そのために専

門職による継続的できめ細やかな支援が必要な者。 

  ③支援期間・頻度 

3 ヶ月以上継続的に支援する。 

  ④内容 

詳細な質問票において対象者の生活習慣や行動変容のステージ（準備

状態）を把握し、健診結果やその経年変化等から、対象者自らが自分の

身体に起こっている変化への理解を促すとともに、対象者の健康に関す

る考えを受け止め、対象者が考える将来の生活像を明確にする。その上

で、行動変容の必要性を実感できるような働きかけを行い、具体的に実

践可能な行動目標を対象者が選択できるように支援する。具体的に達成

可能な行動目標は何か（対象者にできること）優先順位をつけながら一

緒に考え、対象者自身が選択できるように支援する。 

支援者は対象者の行動目標を達成するために必要な支援計画をたて、行

動が継続できるように定期的・継続的に介入する。 

積極的支援期間を終了するときには、対象者が改善した行動を継続する

ように意識づけを行う必要がある。 

 

 〈初回時の面接による支援〉 

●動機づけ支援と同様の支援。 

 

〈３か月以上の継続的な支援〉 

  ３か月以上の継続的な支援については、ポイント制を導入し、支援Ａで

160 ポイント以上、支援Ｂで 20 ポイント以上での合計 180 ポイント以
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上の支援を実施することを必須とする。 

  この場合、支援Ａを支援Ｂに、あるいは支援Ｂを支援Ａに代えることは

できないものとする。 

 

支援Ａ（積極的関与タイプ） 

●取り組んでいる実践と結果についての評価と再アセスメント、必要時、 

●行動目標・計画の設定を行う。（中間評価） 

生活習慣の振り返りを行い、行動計画の実施状況の確認に基づき、必要

な支援を行う。 
●栄養・運動等の生活習慣の改善に必要な実践的な指導をする。 

 

支援Ｂ（励ましタイプ） 

●行動計画の実施状況の確認と確立された行動を維持するために賞賛や  
励ましを行う。 

     

〈６か月後の評価〉 
●６か月後の評価は、個別の対象者に対する保健指導の効果に関するも   

のである。 
●設定した個人の行動目標が達成されているか、身体状況や生活習慣に   

変化が見られたかについて評価を行う。 
   ●必要に応じてより早期に評価時期を設定し、対象者が自ら評価すると

ともに、保健指導実施者による評価を行う。 
●継続的な支援の最終回と一体的に実施しても構わない。 

 

⑤支援形態 

〈初回時の面接による支援形態〉 

●動機づけ支援と同様の支援 

 

〈３か月以上の継続的な支援〉 

支援Ａ（積極的関与タイプ） 

●個別支援Ａ、グループ支援、電話Ａ、e-mailA から選択して支援するこ     

ととする（電話Ａ、e-mailA とは、e-mail、ＦＡＸ、手紙等により、初

回面接支援の際に作成した特定保健指導支援計画及び実施報告書の実施

状況について記載したものの提出を受け、それらの記載に基づいた支援を

いう）。 

 

支援Ｂ（励ましタイプ） 

●個別支援 B、電話Ｂ、e-mailＢから選択して支援することとする(電話  

Ｂ、e-mailB とは、e-mail、FAX、手紙等により、支援計画の実施状況

の確認と励ましや賞賛をする支援をいう)。 
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〈６か月後の評価〉 
●６か月後の評価は、通信等を利用して行う。 

●継続的な支援の最終回と一体的に実施しても構わない。 

 

⑥支援ポイント 

●個別支援 A 

基本的なポイント；５分 20 ポイント 

  最低限の介入量；10 分 

  ポイントの上限；１回３０分以上実施した場合でも１２０ポイントまで 

のカウントとする。 

●個別支援 B 

基本的なポイント；５分 10 ポイント 

  最低限の介入量；５分 

  ポイントの上限；１回 10 分以上実施した場合でも 20 ポイントまでの 

カウントとする。 

●グループ支援 

基本的なポイント；10 分 10 ポイント 

  最低限の介入量；40 分 

  ポイントの上限；１回 120 分以上実施した場合でも１２０ポイントま 

でのカウントとする。 

●電話 A 

基本的なポイント；５分 15 ポイント 

  最低限の介入量；５分 

ポイントの上限；１回 20 分以上実施した場合でも 60 ポイントまでの

カウントとする。 

●電話Ｂ 

  基本的なポイント；５分 10 ポイント 

  最低限の介入量；5 分 

    ポイントの上限；１回 10 分以上実施した場合でも 20 ポイントまで

のカウントとする。 

●e-mailA 

基本的なポイント；1 往復 40 ポイント 

      最低限の介入量；１往復 

  ●e-mailB 

基本的なポイント；1 往復５ポイント 

      最低限の介入量；１往復 
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⑦留意点 

（支援ポイントについて） 

●１日に１回の支援のみカウントする。同日に複数の支援を行った場合、い  

ずれか一つの支援形態のみをカウントする。 

●保健指導と直接関係のない情報のやりとり（保健指導に関する専門的知   

識・技術の必要ない情報：次回の約束や雑談等）は含まない。 

●電話又は e-mail による支援においては、双方向による情報のやり取り（一  

方的な情報の提供（ゲームやメーリングリストによる情報提供）は含ま  

ない）をカウントする。 

●電話又は e-mail のみで継続的な支援を行う場合には、e-mail、ＦＡＸ、  

手紙等により、初回面接支援の際に作成した行動計画の実施状況について

記載したものの提出を受けること。なお、当該行動計画表の提出や、作成

を依頼するための電話又は e-mail 等によるやり取りは、継続的な支援と

してカウントしない。 

 

（支援の継続について） 

●行動変容ステージが無関心期、関心期の場合は行動変容のための動機づけ   

を継続することもある。 

 

⑧積極的支援の例 

 a 支援パターン１（個別支援を中心とした例） 

 b 支援パターン２（個別支援と電話を組み合わせた例） 

 c 支援パターン３（電話、e-mail を中心とした例） 

 

⑨特定保健指導支援計画及び実施報告書の例 

  

 ⑩行動計画実施状況把握のためのチェックリストの具体的な例 
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⑧ 積極的支援の例 

a 支援パターン１（継続的な支援において個別支援を中心とした例） 

合計ポイント 
支援の 
種類 

回数 時期 支援形態 
支援 
時間 
（分） 

獲得 
ポイント 支援A 

ポイント 
支援B 
ポイント 

支援内容 

初回 
面接 

１ ０ 個別支援 ２０    ① 生活習慣と健診結果の関係の理解や生活習慣の振り

返り、メタボリックシンドロームや生活習慣病に関

する知識と対象者本人の生活が及ぼす影響、生活習

慣の振り返り等から生活習慣改善の必要性を説明す

る。 
② 生活習慣を改善するメリットと現在の生活を続ける

デメリットについて説明する。 
③ 栄養・運動等の生活習慣の改善に必要な実践的な指

導をする。 
④ 対象者の行動目標や評価時期の設定を支援する。必

要な社会資源を紹介し、有効に活用できるように支

援する。 
⑤ 体重・腹囲の計測方法について説明する。 
⑥ 生活習慣の振り返り、行動目標や評価時期について

対象者と話し合う。 
⑦ 対象者とともに行動目標・支援計画を作成する。 

２ ２週間後 電話B ５ １０  １０ 

３ 
個別支援Ａ 

(中間評価) 
２０ ８０ ８０  

４ 
１か月後 

e-mail B １ ５  １５ 
５ ２か月後 個別支援Ａ ２０ ８０ １６０  

継続的 
な支援 

６ ３か月後 e-mail B １ ５  ２０ 

① 生活習慣の振り返りを行い、行動計画の実施状況の

確認や必要に応じた支援をする。 
② 中間評価を行う。 
③ 栄養・運動等の生活習慣の改善に必要な実践的な指

導をする。 
④ 行動計画の実施状況の確認と確立された行動を維持

するために賞賛や励ましを行う。 
評価 

７ ６か月後      ① 身体状況や生活習慣に変化が見られたかについて確

認する。 
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